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月
程
度
か
か
り
ま
す
。

●
減
免
対
象
と
な
る
世
帯
　
▼
生
活

保
護
法
に
よ
る
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
▼
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
の

支
給
を
受
け
て
い
る
▼
児
童
扶
養
手

当
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
し
て
い
る
▼
老
齢
福
祉
年
金（
※
）

を
受
給
し
て
い
る
▼
次
の
い
ず
れ
か

の
方
が
い
て
世
帯
全
員
が
市
民
税
非

課
税
▽▽
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
・
2

級
▽▽
愛
の
手
帳
1
度
・
2
度
▽▽
精
神

障
害
者
手
帳
1
級
・
2
級
▽▽
要
介
護

4
・
要
介
護
5
▼
市
長
が
特
別
な
理

由
が
あ
る
と
認
め
た

※
老
齢
福
祉
年
金
と
は
、
大
正
5
年

4
月
1
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
が
対

象
の
制
度
で
「
老
齢
基
礎
年
金
」
と

は
異
な
り
ま
す
。

問
ご
み
対
策
課
・
内
線
6
7
5
5

地
域
の
清
掃
活
動
に
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
袋
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
自
治
会
等
の
団
体
や
個
人
が
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
公
共
の
場

所
を
清
掃
し
た
と
き
に
ご
み
を
入
れ

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
袋
を
交
付
し
て
い

ま
す
。
利
用
に
は
事
前
に
交
付
団
体

等
の
登
録
の
申
請
が
必
要
で
す
。
申

請
当
日
に
袋
の
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

審
査
が
通
っ
た
方
に
後
日
郵
送
す
る

登
録
証
を
持
っ
て
、
左
記
の
窓
口
で

袋
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
地
域
の
お
祭
り
な
ど
の
イ

ベ
ン
ト
で
出
る
ご
み
に
は
使
え
ま
せ

ん
。

●
申
請
受
付
と
交
付
場
所
　
▼
ご
み

対
策
課（
総
合
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ

ー
内
）▼
環
境
対
策
課（
市
役
所
2
階

79
番
窓
口
）▼
生
涯
学
習
推
進
セ
ン

タ
ー（
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
1
階
）▼

各
地
域
学
習
館
　

問
ご
み
対
策
課
・
内
線
6
7
5
5

福
祉
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
、

調
査
に
ご
協
力
を

●
高
齢
者
福
祉
介
護
計
画
策
定
事
前

ア
ン
ケ
ー
ト
　
市
は
、「
高
齢
者
福

祉
介
護
計
画
」
の
令
和
5
年
度
策
定

に
先
が
け
、
生
活
や
サ
ー
ビ
ス
利
用

な
ど
の
状
況
に
つ
い
て
、
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
次
の
対
象

者
か
ら
抽
出
し
た
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト

を
送
付
し
ま
し
た
。
12
月
13
日（
火
）

ま
で
に
郵
送
等
で
回
答
し
て
く
だ
さ

い
対
①
要
介
護
者
を
除
く
65
歳
以
上

の
高
齢
者
②
要
支
援
・
要
介
護
認
定

者
③
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
問
①
高

齢
福
祉
課
介
護
予
防
推
進
係
・
内
線

1
4
7
2
、
②
③
介
護
保
険
課
介
護

給
付
係
・
内
線
1
4
5
8

●
生
活
の
し
づ
ら
さ
な
ど
に
関
す
る

調
査（
全
国
在
宅
障
害
児
・
者
等
実

態
調
査
）　
こ
の
調
査
は
、
障
害
者

施
策
の
推
進
に
向
け
た
検
討
の
基
礎

資
料
を
得
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
が

実
施
す
る
も
の
で
す
。
厚
生
労
働
省

か
ら
指
定
さ
れ
た
市
内
8
地
区
の
全

世
帯
を
12
月
に
訪
問
し
、
調
査
対
象

者
と
な
る
方
に
調
査
を
依
頼
し
ま
す
。

身
分
証
明
書
を
携
帯
し
た
市
職
員
が
、

調
査
に
あ
た
り
ま
す
問
障
害
福
祉
課

障
害
福
祉
推
進
係
・
内
線
1
5
2
0

よ
っ
て
税
額
が
異
な
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
利
用
用
途
な
ど
に
変
更
が
あ

っ
た
場
合
、
市
へ
の
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
。
市
内
に
土
地
ま
た
は
家
屋

を
所
有
し
、
令
和
4
年
1
月
2
日
以

降
に
利
用
状
況
に
変
更
が
あ
り
、
要

件
に
該
当
す
る
方
は
、
住
宅
用
地
等

申
告
書
を
課
税
課
土
地
係
・
家
屋
係

（
市
役
所
1
階
38
番
窓
口
）へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い（
申
告
書
は
同
係
で
配

布
）。
く
わ
し
い
要
件

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
土
地
係
・
内
線
1
2
1
5
、

家
屋
係
・
内
線
1
2
2
1

公
開
す
る
会
議
日
程

　
申
は
申
込
制（
申
込
順
）。
そ
の
ほ

か
は
直
接
会
場
へ（
先
着
順
）。

●
教
育
委
員
会
定
例
会
　
時
▽▽
12
月

8
日（
木
）午
後
1
時
30
分
か
ら
▽▽
12

月
26
日（
月
）午
後
1
時
30
分
か
ら

場
市
役
所
3
階
302
会
議
室
定
各
20

人
問
教
育
総
務
課
庶
務
係
・
内
線

2
4
6
5

●
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
　
時
12
月

13
日（
火
）午
後
7
時
か
ら
場
泉
市
民

体
育
館
研
修
室
定
5
人
問
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
☎（
5
2
9
）8
5
1
5

申
夢
育
て
・
た
ち
か
わ
子
ど
も
21
プ

ラ
ン
推
進
会
議
　
時
12
月
14
日（
水
）

午
後
6
時
30
分
か
ら
場
市
役
所
3
階

302
会
議
室
定
5
人
申
子
育
て
推
進
課

子
育
て
推
進
係
・
内
線
1
3
4
1
へ

●
い
じ
め
防
止
対
策
審
議
会
　
時
12

月
15
日（
木
）午
後
2
時
30
分
〜
4
時

場
市
役
所
2
階
210
会
議
室
定
5
人
問

指
導
課
・
内
線
2
4
8
7

●
都
市
計
画
審
議
会
　
時
12
月
22
日

（
木
）午
前
10
時
か
ら
場
市
役
所
1
階

101
会
議
室
定
5
人
問
都
市
計
画
課
都

市
総
務
係
・
内
線
2
3
6
5

防
災
協
定
を
締
結

　
市
は
10
月
28
日
に
、「
防
災
に
関

す
る
応
援
協
定
」
を
N
P
O
法
人
立

川
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
と
結

び
ま
し
た
。

　
こ
の
協
定
に
よ
り
、
避
難
所
の
運

営
や
防
災
に
関
す
る
周
知
な
ど
に
双

方
が
連
携
し
て
取
り
組
む
こ
と
で
、

市
と
市
民
の
皆
さ
ん
の
防
災
力
の
向

上
を
目
指
し
ま
す
。

問
防
災
課
・
内
線
2
5
3
2

優
秀
工
事
事
業
者
を
表
彰

　
市
は
、
発
注
し
た
工
事
を
優
秀
な

成
績
で
完
成
さ
せ
た
市
内
事
業
者
を

10
月
26
日
に
表
彰
し
ま
し
た
。

●
個
別
成
績
部
門
　
▼
立
川
市
立
第

四
小
学
校
中
規
模
改
修
工
事（
建
築
）

＝
砂
川
建
設（
株
）〔
砂
川
町
5
丁
目
〕

▼
立
川
市
立
柏
保
育
園
受
変
電
設
備

改
修
工
事
＝（
有
）澄
川
電
設〔
一
番

町
6
丁
目
〕

●
平
均
成
績
部
門
　
▼
砂
川
建
設

（
株
）〔
砂
川
町
5
丁
目
〕▼
三
笠
電
気

（
株
）〔
砂
川
町
3
丁
目
〕

問
品
質
管
理
課
・
内
線
2
4
5
2

家
庭
ご
み
指
定
収
集
袋
の
減

免
申
請

　
市
は
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

世
帯
を
対
象
に
、
申
請
に
よ
り
、
家

庭
ご
み
指
定
収
集
袋
を
交
付
し
て
い

ま
す
。
減
免
対
象
で
申
請
書
が
届
い

て
い
な
い
方
は
、
郵
送
し
ま
す
の
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）。

　
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
令
和

5
年
3
月
末
ま
で
の
申
請
分
に
限
り
、

指
定
収
集
袋
は
ご
自
宅
等
に
配
送
し

ま
す
。
申
請
か
ら
配
送
に
は
約
1
か

納付書裏面等に記載の場所で納付してくだ
さい問国民健康保険料＝保険年金課賦課
係・内線1416、後期高齢者医療保険料＝
保険年金課賦課係・内線1406、介護保険
料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

▷国民健康保険料第５期分▷後期高齢
者医療保険料第５期分▷介護保険料第
５期分

11月30日水今月の
納期

新型コロナウイルスワクチン接種情報
　新型コロナウイルスワクチン接種は、生後６か月以上の方に実施しています。市内医療機関のほか、集団接種会場でも

接種できます。最新の接種実施医療機関は、市ホームページをご覧いただくか、コールセンターにお問い合わせください。

■新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
　症状があり、かかりつけ医がいない方など

●東京都発熱相談センター  ☎03（6258）5780、☎03（5320）4592
　〔土曜・日曜日、祝日を含む、24時間〕

■ 12歳以上の方 の接種
　オミクロン株対応ワクチン接種を行うためには、年内に初回（１回・２
回目）接種を完了する必要があります。集団接種を行いますので、希望す
る方はお早めにご検討ください。

■ 乳幼児（生後６か月～４歳）接種
　乳幼児は、３回の接種が必要です。現行予防接種法の期限である、令和
５年３月31日㈮までに接種を終えるためには、遅くとも令和５年１月上旬
までに１回目の接種を行ってください。接種を希望する方はお早めにご検
討ください。

■ 集団接種
　医療機関での接種のほか、集団接種を行います。接種券が届き次第、予
約の上、接種を受けてください。なお、今後も集団接種を実施する予定で
す。最新の情報は市ホームページをご覧ください。

【 12歳以上の方：オミクロン株対応ワクチン接種 】
　前回接種から３か月を経過した12歳以上の方が対象で、３回～５回目接
種を受けられます。

会場 日程 時間
ホテルエミシア東京立川
（曙町2-14-16）

12月２日㈮～16日㈮
〔土曜・日曜日を除く〕

午後	６	時30分～８時10分

市役所
12月３日㈯・17日㈯・
24日㈯

午後	２	時～	３	時20分

多摩信用金庫（Winセンター）
（緑町3-4）

12月４日㈰・18日㈰
午前	10	時～	11	時40分
午後	２	時～	３	時40分

旧若葉小学校※

（若葉町4-24-1）

12月10日㈯ 午後	２	時～	３	時40分

12月11日㈰
午前	10	時～	11	時40分
午後	２	時～	３	時40分

※上履きを持参してください。校庭を駐車場として開放するので、車で来場できます。

【 12歳以上の方：従来型ワクチン接種 】
　１回・２回目接種が可能です。

会場 日程 時間
市役所 12月３日㈯・24日㈯ 午後３時40分～３時50分（予定）

■ 接種の予約・相談、お問い合わせ
●立川市新型コロナウイルスワクチン接種予約センター
　（コールセンター）

	 ☎0120（741）567
　〔土曜・日曜日、祝日を含む、午前8時30分～午後5時30分〕

【 乳幼児（生後６か月～４歳）接種、小児（５歳～11歳）接種 】
　乳幼児（生後６か月～４歳）接種と小児（５歳～11歳）接種を同日に行います。

会場 対象 日程 時間

市役所※
小児（５歳～11歳）

12月３日㈯・
24日㈯

午後２時30分～
３時

乳幼児（生後６か月～４歳）
午後３時20分～
３時50分

※お子さんの一時預かりを行います（生後6か月程度〜未就学児）。くわしくは市ホーム
ページをご覧ください。

立川市接種
予約システム


